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栃 木 県 規 則 第 四 十 六 号

　 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則

　 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 二 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 一 号 ） 附 則 第 一 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 の

施 行 期 日 は 、 令 和 二 年 七 月 一 日 と す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 規 則 第 四 十 七 号

　 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 （ 平 成 五 年 栃 木 県 規 則 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

第 二 条 及 び 第 三 条　 削 除

　 （ 申 請 書 等 の 様 式 ）

第 五 条　 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 申 請 書

又 は 届 出 書 の 様 式 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 の 下 欄 に

定 め る と こ ろ に よ ら ね ば な ら な い 。

一 〜 十 九　 略

二 十 か ら 二 十 三 ま で　 削 除

二 十 四 ・ 二 十 五　 略

　 （ 老 人 保 護 措 置 費 経 理 状 況 報 告 書 ）

第 二 条　 市 町 村 長 は 、 毎 四 半 期 分 の 老 人 保 護 措 置 費

（ 法 第 十 一 条 の 規 定 に よ り 市 町 村 が 行 う 措 置 に 要

す る 費 用 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て 、 当 該 四

半 期 が 終 了 す る 日 の 属 す る 月 の 翌 月 十 日 ま で に 老

人 保 護 措 置 費 経 理 状 況 報 告 書 に よ り 知 事 に 報 告 し

な け れ ば な ら な い 。

　 （ 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 ）

第 三 条　 町 村 長 は 、 当 該 年 度 に お い て 支 弁 す る 老 人

保 護 措 置 費 に つ い て 法 第 二 十 四 条 第 一 項 第 一 号 の

規 定 に よ る 県 負 担 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き

は 、 前 年 度 の 二 月 二 十 日 ま で に 老 人 保 護 措 置 費 県

負 担 金 交 付 申 請 書 に 当 該 老 人 保 護 措 置 費 に 係 る 歳

入 歳 出 予 算 書 抄 本 又 は 歳 入 歳 出 予 算 書 案 を 添 え

て 、 知 事 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

２　 町 村 長 は 、 法 第 二 十 四 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に

よ る 県 負 担 金 の 交 付 を 受 け た と き は 、 翌 年 度 の 四

月 末 日 ま で に 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 事 業 実 績 報

告 書 に 当 該 報 告 に 係 る 老 人 保 護 措 置 費 に 関 す る 歳

入 歳 出 決 算 書 抄 本 又 は 歳 入 歳 出 決 算 書 案 を 添 え

て 、 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

３　 市 町 村 長 は 、 法 第 二 十 四 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定

に よ る 県 負 担 金 に つ い て 、 当 該 会 計 年 度 の 前 半 期

分 を 十 月 末 日 ま で に 、 後 半 期 分 を 翌 年 四 月 末 日 ま

で に 、 居 住 地 を 有 し な い 者 等 に 係 る 老 人 保 護 措 置

費 県 負 担 金 請 求 書 に そ の 支 出 の 証 ひ ょ う 書 類 の 写

し を 添 え て 、 知 事 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 申 請 書 等 の 様 式 ）

第 五 条　 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 申 請 書

又 は 届 出 書 の 様 式 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 の 下 欄 に

定 め る と こ ろ に よ ら ね ば な ら な い 。

一 〜 十 九 　 略

二 十　 第 二 条 の 規 定 に よ る 老 人 保

護 措 置 費 の 報 告

別 記 様 式 第

二 十 号

二 十 一　 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 交 付

申 請

別 記 様 式 第

二 十 一 号

二 十 二　 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 事 業

実 績 報 告

別 記 様 式 第

二 十 二 号

二 十 三　 第 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ

る 居 住 地 を 有 し な い 者 等 に 係 る

老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 請 求

別 記 様 式 第

二 十 三 号

二 十 四 ・ 二 十 五 　 略

　 別 記 様 式 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 四 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 七 号 及 び 別 記 様 式 第 八 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 二 十 号 か ら 別 記 様 式 第 二 十 三 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

別記様式第20号から別記様式第23号まで　 削除

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 高 齢 対 策 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 規 則 第 四 十 八 号

　 健 康 増 進 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 健 康 増 進 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 健 康 増 進 法 施 行 細 則 （ 平 成 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

　 （ 書 類 の 経 由 ）

第 六 条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①　 略

　 （ 書 類 の 経 由 ）

第 六 条　 法 第 二 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働

大 臣 に 提 出 す る 申 請 書 は 、 同 条 第 一 項 の 許 可 を 受

け よ う と す る 者 の 営 業 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 保 健

所 長 を 経 由 し な け れ ば な ら な い 。

２　 略

　 別 記 様 式 第 二 号 中

「
　

　　　　 を　　　　　　　　

」　　　　　　　　　

「

に 改 め る 。
　　　　

」　　　　　　　　　

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 健 康 増 進 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

１　学校　　　　　　　　２　病院（病床数　　　床）
３　介護老人保健施設（入所定員数　　　人）
４　老人福祉施設（入所定員数　　　　　人） 　　５　児童福祉施設
６　社会福祉施設　　　　７　矯正施設　　　　　８寄宿舎　　　　９　事業所
10　一般給食センター　　11　その他（　　　　　　　　　　）

１　学校　　　　　　　　２　病院（病床数　　　床）
３　介護老人保健施設（入所定員数　　　人）
４　介護医療院（入所定員数　　　人）
５　老人福祉施設（入所定員数　　　人） 　　　　６　児童福祉施設
７　社会福祉施設　　　　８　事業所　　　　　　９　寄宿舎
10　矯正施設　　　　　　11　一般給食センター　12　その他（　　　　　　）



（594） 栃 木 県 公 報 第117号令和２（2020）年６月30日　火曜日
栃 木 県 規 則 第 四 十 六 号

　 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則

　 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 二 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 一 号 ） 附 則 第 一 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 の

施 行 期 日 は 、 令 和 二 年 七 月 一 日 と す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 規 則 第 四 十 七 号

　 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 （ 平 成 五 年 栃 木 県 規 則 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

第 二 条 及 び 第 三 条　 削 除

　 （ 申 請 書 等 の 様 式 ）

第 五 条　 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 申 請 書

又 は 届 出 書 の 様 式 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 の 下 欄 に

定 め る と こ ろ に よ ら ね ば な ら な い 。

一 〜 十 九　 略

二 十 か ら 二 十 三 ま で　 削 除

二 十 四 ・ 二 十 五　 略

　 （ 老 人 保 護 措 置 費 経 理 状 況 報 告 書 ）

第 二 条　 市 町 村 長 は 、 毎 四 半 期 分 の 老 人 保 護 措 置 費

（ 法 第 十 一 条 の 規 定 に よ り 市 町 村 が 行 う 措 置 に 要

す る 費 用 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て 、 当 該 四

半 期 が 終 了 す る 日 の 属 す る 月 の 翌 月 十 日 ま で に 老

人 保 護 措 置 費 経 理 状 況 報 告 書 に よ り 知 事 に 報 告 し

な け れ ば な ら な い 。

　 （ 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 ）

第 三 条　 町 村 長 は 、 当 該 年 度 に お い て 支 弁 す る 老 人

保 護 措 置 費 に つ い て 法 第 二 十 四 条 第 一 項 第 一 号 の

規 定 に よ る 県 負 担 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き

は 、 前 年 度 の 二 月 二 十 日 ま で に 老 人 保 護 措 置 費 県

負 担 金 交 付 申 請 書 に 当 該 老 人 保 護 措 置 費 に 係 る 歳

入 歳 出 予 算 書 抄 本 又 は 歳 入 歳 出 予 算 書 案 を 添 え

て 、 知 事 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

２　 町 村 長 は 、 法 第 二 十 四 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に

よ る 県 負 担 金 の 交 付 を 受 け た と き は 、 翌 年 度 の 四

月 末 日 ま で に 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 事 業 実 績 報

告 書 に 当 該 報 告 に 係 る 老 人 保 護 措 置 費 に 関 す る 歳

入 歳 出 決 算 書 抄 本 又 は 歳 入 歳 出 決 算 書 案 を 添 え

て 、 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

３　 市 町 村 長 は 、 法 第 二 十 四 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定

に よ る 県 負 担 金 に つ い て 、 当 該 会 計 年 度 の 前 半 期

分 を 十 月 末 日 ま で に 、 後 半 期 分 を 翌 年 四 月 末 日 ま

で に 、 居 住 地 を 有 し な い 者 等 に 係 る 老 人 保 護 措 置

費 県 負 担 金 請 求 書 に そ の 支 出 の 証 ひ ょ う 書 類 の 写

し を 添 え て 、 知 事 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 申 請 書 等 の 様 式 ）

第 五 条　 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 申 請 書

又 は 届 出 書 の 様 式 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 の 下 欄 に

定 め る と こ ろ に よ ら ね ば な ら な い 。

一 〜 十 九 　 略

二 十　 第 二 条 の 規 定 に よ る 老 人 保

護 措 置 費 の 報 告

別 記 様 式 第

二 十 号

二 十 一　 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 交 付

申 請

別 記 様 式 第

二 十 一 号

二 十 二　 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 事 業

実 績 報 告

別 記 様 式 第

二 十 二 号

二 十 三　 第 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ

る 居 住 地 を 有 し な い 者 等 に 係 る

老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 請 求

別 記 様 式 第

二 十 三 号

二 十 四 ・ 二 十 五 　 略

　 別 記 様 式 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 四 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 七 号 及 び 別 記 様 式 第 八 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 二 十 号 か ら 別 記 様 式 第 二 十 三 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

別記様式第20号から別記様式第23号まで　 削除

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 高 齢 対 策 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 規 則 第 四 十 八 号

　 健 康 増 進 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 健 康 増 進 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 健 康 増 進 法 施 行 細 則 （ 平 成 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

　 （ 書 類 の 経 由 ）

第 六 条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①　 略

　 （ 書 類 の 経 由 ）

第 六 条　 法 第 二 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働

大 臣 に 提 出 す る 申 請 書 は 、 同 条 第 一 項 の 許 可 を 受

け よ う と す る 者 の 営 業 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 保 健

所 長 を 経 由 し な け れ ば な ら な い 。

２　 略

　 別 記 様 式 第 二 号 中

「
　

　　　　 を　　　　　　　　

」　　　　　　　　　

「

に 改 め る 。
　　　　

」　　　　　　　　　

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 健 康 増 進 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

１　学校　　　　　　　　２　病院（病床数　　　床）
３　介護老人保健施設（入所定員数　　　人）
４　老人福祉施設（入所定員数　　　　　人） 　　５　児童福祉施設
６　社会福祉施設　　　　７　矯正施設　　　　　８寄宿舎　　　　９　事業所
10　一般給食センター　　11　その他（　　　　　　　　　　）

１　学校　　　　　　　　２　病院（病床数　　　床）
３　介護老人保健施設（入所定員数　　　人）
４　介護医療院（入所定員数　　　人）
５　老人福祉施設（入所定員数　　　人） 　　　　６　児童福祉施設
７　社会福祉施設　　　　８　事業所　　　　　　９　寄宿舎
10　矯正施設　　　　　　11　一般給食センター　12　その他（　　　　　　）



（595）栃 木 県 公 報 第117号令和２（2020）年６月30日　火曜日

別記様式第１号（第５条関係）

第　　　　　号　

年　　月　　日　

　栃木県知事　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市町村長 　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市町村長以外の者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人にあっては、主たる事務所の所在地及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名称並びに代表者の氏名

老人居宅生活支援事業開始届　

　老人居宅生活支援事業を開始したいので、老人福祉法第14条の規定により届け出ます。

１　事業の種類及び内容

２　経営者の氏名及び住所（法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地）

３　届出者の登記事項証明書又は条例

４　職員の定数及び職務の内容

５　職員の氏名

６　事業を行おうとする区域（市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の
名称を含む。）

７　老人デイサービス事業又は老人短期入所事業を行おうとする者にあっては、当該事業の用に供する
施設の名称、種類、所在地及び入所定員（老人短期入所事業に係るものに限る。）

８　事業開始の予定年月日



（596） 栃 木 県 公 報 第117号令和２（2020）年６月30日　火曜日

別記様式第４号（第５条関係）

第　　　　　号　

年　　月　　日　

　栃木県知事　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市町村長　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市町村長以外の者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人にあっては、主たる事務所の所在地及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名称並びに代表者の氏名

老人デイサービスセンター等設置届

　　老人デイサービスセンター
　　老 人 短 期 入 所 施 設　を設置したいので、老人福祉法第15条第２項の規定により関係書類を
　　老人介護支援センター

添えて届け出ます。

１　施設の名称、種類及び所在地

２　建物の規模及び構造並びに設備の概要

３　職員の定数及び職務の内容

４　施設の長の氏名

５　事業を行おうとする区域（市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の
名称を含む。）

６　老人短期入所施設にあっては、その入所定員

７　事業開始の予定年月日

※　関係書類
〔国、都道府県及び市町村以外の者〕
　届出者の登記事項証明書

栃 木 県 規 則 第 四 十 六 号

　 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則

　 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 二 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 一 号 ） 附 則 第 一 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 の

施 行 期 日 は 、 令 和 二 年 七 月 一 日 と す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 規 則 第 四 十 七 号

　 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 （ 平 成 五 年 栃 木 県 規 則 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

第 二 条 及 び 第 三 条　 削 除

　 （ 申 請 書 等 の 様 式 ）

第 五 条　 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 申 請 書

又 は 届 出 書 の 様 式 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 の 下 欄 に

定 め る と こ ろ に よ ら ね ば な ら な い 。

一 〜 十 九　 略

二 十 か ら 二 十 三 ま で　 削 除

二 十 四 ・ 二 十 五　 略

　 （ 老 人 保 護 措 置 費 経 理 状 況 報 告 書 ）

第 二 条　 市 町 村 長 は 、 毎 四 半 期 分 の 老 人 保 護 措 置 費

（ 法 第 十 一 条 の 規 定 に よ り 市 町 村 が 行 う 措 置 に 要

す る 費 用 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て 、 当 該 四

半 期 が 終 了 す る 日 の 属 す る 月 の 翌 月 十 日 ま で に 老

人 保 護 措 置 費 経 理 状 況 報 告 書 に よ り 知 事 に 報 告 し

な け れ ば な ら な い 。

　 （ 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 ）

第 三 条　 町 村 長 は 、 当 該 年 度 に お い て 支 弁 す る 老 人

保 護 措 置 費 に つ い て 法 第 二 十 四 条 第 一 項 第 一 号 の

規 定 に よ る 県 負 担 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き

は 、 前 年 度 の 二 月 二 十 日 ま で に 老 人 保 護 措 置 費 県

負 担 金 交 付 申 請 書 に 当 該 老 人 保 護 措 置 費 に 係 る 歳

入 歳 出 予 算 書 抄 本 又 は 歳 入 歳 出 予 算 書 案 を 添 え

て 、 知 事 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

２　 町 村 長 は 、 法 第 二 十 四 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に

よ る 県 負 担 金 の 交 付 を 受 け た と き は 、 翌 年 度 の 四

月 末 日 ま で に 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 事 業 実 績 報

告 書 に 当 該 報 告 に 係 る 老 人 保 護 措 置 費 に 関 す る 歳

入 歳 出 決 算 書 抄 本 又 は 歳 入 歳 出 決 算 書 案 を 添 え

て 、 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

３　 市 町 村 長 は 、 法 第 二 十 四 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定

に よ る 県 負 担 金 に つ い て 、 当 該 会 計 年 度 の 前 半 期

分 を 十 月 末 日 ま で に 、 後 半 期 分 を 翌 年 四 月 末 日 ま

で に 、 居 住 地 を 有 し な い 者 等 に 係 る 老 人 保 護 措 置

費 県 負 担 金 請 求 書 に そ の 支 出 の 証 ひ ょ う 書 類 の 写

し を 添 え て 、 知 事 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 申 請 書 等 の 様 式 ）

第 五 条　 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 申 請 書

又 は 届 出 書 の 様 式 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 の 下 欄 に

定 め る と こ ろ に よ ら ね ば な ら な い 。

一 〜 十 九 　 略

二 十　 第 二 条 の 規 定 に よ る 老 人 保

護 措 置 費 の 報 告

別 記 様 式 第

二 十 号

二 十 一　 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 交 付

申 請

別 記 様 式 第

二 十 一 号

二 十 二　 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 事 業

実 績 報 告

別 記 様 式 第

二 十 二 号

二 十 三　 第 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ

る 居 住 地 を 有 し な い 者 等 に 係 る

老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 請 求

別 記 様 式 第

二 十 三 号

二 十 四 ・ 二 十 五 　 略

　 別 記 様 式 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 四 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 七 号 及 び 別 記 様 式 第 八 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 二 十 号 か ら 別 記 様 式 第 二 十 三 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

別記様式第20号から別記様式第23号まで　 削除

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 高 齢 対 策 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 規 則 第 四 十 八 号

　 健 康 増 進 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 健 康 増 進 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 健 康 増 進 法 施 行 細 則 （ 平 成 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

　 （ 書 類 の 経 由 ）

第 六 条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①　 略

　 （ 書 類 の 経 由 ）

第 六 条　 法 第 二 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働

大 臣 に 提 出 す る 申 請 書 は 、 同 条 第 一 項 の 許 可 を 受

け よ う と す る 者 の 営 業 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 保 健

所 長 を 経 由 し な け れ ば な ら な い 。

２　 略

　 別 記 様 式 第 二 号 中

「
　

　　　　 を　　　　　　　　

」　　　　　　　　　

「

に 改 め る 。
　　　　

」　　　　　　　　　

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 健 康 増 進 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

１　学校　　　　　　　　２　病院（病床数　　　床）
３　介護老人保健施設（入所定員数　　　人）
４　老人福祉施設（入所定員数　　　　　人） 　　５　児童福祉施設
６　社会福祉施設　　　　７　矯正施設　　　　　８寄宿舎　　　　９　事業所
10　一般給食センター　　11　その他（　　　　　　　　　　）

１　学校　　　　　　　　２　病院（病床数　　　床）
３　介護老人保健施設（入所定員数　　　人）
４　介護医療院（入所定員数　　　人）
５　老人福祉施設（入所定員数　　　人） 　　　　６　児童福祉施設
７　社会福祉施設　　　　８　事業所　　　　　　９　寄宿舎
10　矯正施設　　　　　　11　一般給食センター　12　その他（　　　　　　）



（597）栃 木 県 公 報 第117号令和２（2020）年６月30日　火曜日

別記様式第７号（第５条関係）

第　　　　　号　

年　　月　　日　

　栃木県知事　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村長　　　　　　　　　　　　　　　　　印

老人ホーム設置届

　老人福祉法第15条第３項の規定により老人ホームを設置したいので、関係書類を添えて届け出ます。

１　施設の名称、種類及び所在地

２　建物の規模及び構造並びに設備の概要

３　施設の運営の方針

４　入所定員

５　職員の定数及び職務の内容

６　施設の長その他職員の氏名及び経歴

７　事業開始の予定年月日

※　関係書類
　届出者の登記事項証明書

栃 木 県 規 則 第 四 十 六 号

　 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則

　 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 二 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 一 号 ） 附 則 第 一 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 の

施 行 期 日 は 、 令 和 二 年 七 月 一 日 と す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 規 則 第 四 十 七 号

　 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 （ 平 成 五 年 栃 木 県 規 則 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

第 二 条 及 び 第 三 条　 削 除

　 （ 申 請 書 等 の 様 式 ）

第 五 条　 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 申 請 書

又 は 届 出 書 の 様 式 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 の 下 欄 に

定 め る と こ ろ に よ ら ね ば な ら な い 。

一 〜 十 九　 略

二 十 か ら 二 十 三 ま で　 削 除

二 十 四 ・ 二 十 五　 略

　 （ 老 人 保 護 措 置 費 経 理 状 況 報 告 書 ）

第 二 条　 市 町 村 長 は 、 毎 四 半 期 分 の 老 人 保 護 措 置 費

（ 法 第 十 一 条 の 規 定 に よ り 市 町 村 が 行 う 措 置 に 要

す る 費 用 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て 、 当 該 四

半 期 が 終 了 す る 日 の 属 す る 月 の 翌 月 十 日 ま で に 老

人 保 護 措 置 費 経 理 状 況 報 告 書 に よ り 知 事 に 報 告 し

な け れ ば な ら な い 。

　 （ 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 ）

第 三 条　 町 村 長 は 、 当 該 年 度 に お い て 支 弁 す る 老 人

保 護 措 置 費 に つ い て 法 第 二 十 四 条 第 一 項 第 一 号 の

規 定 に よ る 県 負 担 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き

は 、 前 年 度 の 二 月 二 十 日 ま で に 老 人 保 護 措 置 費 県

負 担 金 交 付 申 請 書 に 当 該 老 人 保 護 措 置 費 に 係 る 歳

入 歳 出 予 算 書 抄 本 又 は 歳 入 歳 出 予 算 書 案 を 添 え

て 、 知 事 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

２　 町 村 長 は 、 法 第 二 十 四 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に

よ る 県 負 担 金 の 交 付 を 受 け た と き は 、 翌 年 度 の 四

月 末 日 ま で に 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 事 業 実 績 報

告 書 に 当 該 報 告 に 係 る 老 人 保 護 措 置 費 に 関 す る 歳

入 歳 出 決 算 書 抄 本 又 は 歳 入 歳 出 決 算 書 案 を 添 え

て 、 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

３　 市 町 村 長 は 、 法 第 二 十 四 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定

に よ る 県 負 担 金 に つ い て 、 当 該 会 計 年 度 の 前 半 期

分 を 十 月 末 日 ま で に 、 後 半 期 分 を 翌 年 四 月 末 日 ま

で に 、 居 住 地 を 有 し な い 者 等 に 係 る 老 人 保 護 措 置

費 県 負 担 金 請 求 書 に そ の 支 出 の 証 ひ ょ う 書 類 の 写

し を 添 え て 、 知 事 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 申 請 書 等 の 様 式 ）

第 五 条　 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 申 請 書

又 は 届 出 書 の 様 式 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 の 下 欄 に

定 め る と こ ろ に よ ら ね ば な ら な い 。

一 〜 十 九 　 略

二 十　 第 二 条 の 規 定 に よ る 老 人 保

護 措 置 費 の 報 告

別 記 様 式 第

二 十 号

二 十 一　 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 交 付

申 請

別 記 様 式 第

二 十 一 号

二 十 二　 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 事 業

実 績 報 告

別 記 様 式 第

二 十 二 号

二 十 三　 第 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ

る 居 住 地 を 有 し な い 者 等 に 係 る

老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 請 求

別 記 様 式 第

二 十 三 号

二 十 四 ・ 二 十 五 　 略

　 別 記 様 式 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 四 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 七 号 及 び 別 記 様 式 第 八 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 二 十 号 か ら 別 記 様 式 第 二 十 三 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

別記様式第20号から別記様式第23号まで　 削除

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 高 齢 対 策 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 規 則 第 四 十 八 号

　 健 康 増 進 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 健 康 増 進 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 健 康 増 進 法 施 行 細 則 （ 平 成 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

　 （ 書 類 の 経 由 ）

第 六 条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①　 略

　 （ 書 類 の 経 由 ）

第 六 条　 法 第 二 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働

大 臣 に 提 出 す る 申 請 書 は 、 同 条 第 一 項 の 許 可 を 受

け よ う と す る 者 の 営 業 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 保 健

所 長 を 経 由 し な け れ ば な ら な い 。

２　 略

　 別 記 様 式 第 二 号 中

「
　

　　　　 を　　　　　　　　

」　　　　　　　　　

「

に 改 め る 。
　　　　

」　　　　　　　　　

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 健 康 増 進 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

１　学校　　　　　　　　２　病院（病床数　　　床）
３　介護老人保健施設（入所定員数　　　人）
４　老人福祉施設（入所定員数　　　　　人） 　　５　児童福祉施設
６　社会福祉施設　　　　７　矯正施設　　　　　８寄宿舎　　　　９　事業所
10　一般給食センター　　11　その他（　　　　　　　　　　）

１　学校　　　　　　　　２　病院（病床数　　　床）
３　介護老人保健施設（入所定員数　　　人）
４　介護医療院（入所定員数　　　人）
５　老人福祉施設（入所定員数　　　人） 　　　　６　児童福祉施設
７　社会福祉施設　　　　８　事業所　　　　　　９　寄宿舎
10　矯正施設　　　　　　11　一般給食センター　12　その他（　　　　　　）
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別記様式第８号（第５条関係）

第　　　　　号　

年　　月　　日　

　栃木県知事　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

老人ホーム設置認可申請書

　老人福祉法第15条第４項の規定により老人ホームを設置したいので、認可を受けたく関係書類を添え
て申請します。

１　施設の名称、種類及び所在地

２　建物の規模及び構造並びに設備の概要

３　施設の運営の方針

４　入所定員

５　職員の定数及び職務の内容

６　施設の長その他職員の氏名及び経歴

７　事業開始の予定年月日

※　関係書類
　申請者の登記事項証明書



（599）栃 木 県 公 報 第117号令和２（2020）年６月30日　火曜日

告 示
栃木県告示第390号
　自然環境の保全及び緑化に関する条例（昭和49年栃木県条例第５号）第13条第１項の規定に基づき、栃木県
自然環境保全地域に関する保全計画を変更したので、同条第４項において準用する同条第３項の規定に基づ

栃 木 県 規 則 第 四 十 六 号

　 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則

　 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 二 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 一 号 ） 附 則 第 一 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 の

施 行 期 日 は 、 令 和 二 年 七 月 一 日 と す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 規 則 第 四 十 七 号

　 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 （ 平 成 五 年 栃 木 県 規 則 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

第 二 条 及 び 第 三 条　 削 除

　 （ 申 請 書 等 の 様 式 ）

第 五 条　 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 申 請 書

又 は 届 出 書 の 様 式 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 の 下 欄 に

定 め る と こ ろ に よ ら ね ば な ら な い 。

一 〜 十 九　 略

二 十 か ら 二 十 三 ま で　 削 除

二 十 四 ・ 二 十 五　 略

　 （ 老 人 保 護 措 置 費 経 理 状 況 報 告 書 ）

第 二 条　 市 町 村 長 は 、 毎 四 半 期 分 の 老 人 保 護 措 置 費

（ 法 第 十 一 条 の 規 定 に よ り 市 町 村 が 行 う 措 置 に 要

す る 費 用 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て 、 当 該 四

半 期 が 終 了 す る 日 の 属 す る 月 の 翌 月 十 日 ま で に 老

人 保 護 措 置 費 経 理 状 況 報 告 書 に よ り 知 事 に 報 告 し

な け れ ば な ら な い 。

　 （ 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 ）

第 三 条　 町 村 長 は 、 当 該 年 度 に お い て 支 弁 す る 老 人

保 護 措 置 費 に つ い て 法 第 二 十 四 条 第 一 項 第 一 号 の

規 定 に よ る 県 負 担 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き

は 、 前 年 度 の 二 月 二 十 日 ま で に 老 人 保 護 措 置 費 県

負 担 金 交 付 申 請 書 に 当 該 老 人 保 護 措 置 費 に 係 る 歳

入 歳 出 予 算 書 抄 本 又 は 歳 入 歳 出 予 算 書 案 を 添 え

て 、 知 事 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

２　 町 村 長 は 、 法 第 二 十 四 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に

よ る 県 負 担 金 の 交 付 を 受 け た と き は 、 翌 年 度 の 四

月 末 日 ま で に 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 事 業 実 績 報

告 書 に 当 該 報 告 に 係 る 老 人 保 護 措 置 費 に 関 す る 歳

入 歳 出 決 算 書 抄 本 又 は 歳 入 歳 出 決 算 書 案 を 添 え

て 、 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

３　 市 町 村 長 は 、 法 第 二 十 四 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定

に よ る 県 負 担 金 に つ い て 、 当 該 会 計 年 度 の 前 半 期

分 を 十 月 末 日 ま で に 、 後 半 期 分 を 翌 年 四 月 末 日 ま

で に 、 居 住 地 を 有 し な い 者 等 に 係 る 老 人 保 護 措 置

費 県 負 担 金 請 求 書 に そ の 支 出 の 証 ひ ょ う 書 類 の 写

し を 添 え て 、 知 事 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 申 請 書 等 の 様 式 ）

第 五 条　 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 申 請 書

又 は 届 出 書 の 様 式 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 の 下 欄 に

定 め る と こ ろ に よ ら ね ば な ら な い 。

一 〜 十 九 　 略

二 十　 第 二 条 の 規 定 に よ る 老 人 保

護 措 置 費 の 報 告

別 記 様 式 第

二 十 号

二 十 一　 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 交 付

申 請

別 記 様 式 第

二 十 一 号

二 十 二　 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 事 業

実 績 報 告

別 記 様 式 第

二 十 二 号

二 十 三　 第 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ

る 居 住 地 を 有 し な い 者 等 に 係 る

老 人 保 護 措 置 費 県 負 担 金 請 求

別 記 様 式 第

二 十 三 号

二 十 四 ・ 二 十 五 　 略

　 別 記 様 式 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 四 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 七 号 及 び 別 記 様 式 第 八 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 二 十 号 か ら 別 記 様 式 第 二 十 三 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

別記様式第20号から別記様式第23号まで　 削除
　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 高 齢 対 策 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

栃 木 県 規 則 第 四 十 八 号

　 健 康 増 進 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 健 康 増 進 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 健 康 増 進 法 施 行 細 則 （ 平 成 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

　 （ 書 類 の 経 由 ）

第 六 条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①　 略

　 （ 書 類 の 経 由 ）

第 六 条　 法 第 二 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働

大 臣 に 提 出 す る 申 請 書 は 、 同 条 第 一 項 の 許 可 を 受

け よ う と す る 者 の 営 業 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 保 健

所 長 を 経 由 し な け れ ば な ら な い 。

２　 略

　 別 記 様 式 第 二 号 中

「
　

　　　　 を　　　　　　　　

」　　　　　　　　　

「

に 改 め る 。
　　　　

」　　　　　　　　　

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 健 康 増 進 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

１　学校　　　　　　　　２　病院（病床数　　　床）
３　介護老人保健施設（入所定員数　　　人）
４　老人福祉施設（入所定員数　　　　　人） 　　５　児童福祉施設
６　社会福祉施設　　　　７　矯正施設　　　　　８寄宿舎　　　　９　事業所
10　一般給食センター　　11　その他（　　　　　　　　　　）

１　学校　　　　　　　　２　病院（病床数　　　床）
３　介護老人保健施設（入所定員数　　　人）
４　介護医療院（入所定員数　　　人）
５　老人福祉施設（入所定員数　　　人） 　　　　６　児童福祉施設
７　社会福祉施設　　　　８　事業所　　　　　　９　寄宿舎
10　矯正施設　　　　　　11　一般給食センター　12　その他（　　　　　　）
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き、その概要を次のとおり告示する。
　なお、栃木県自然環境保全地域に関する保全計画は、栃木県環境森林部自然環境課及び県北環境森林事務所
において縦覧に供する。
　　令和２（2020）年６月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　栃木県自然環境保全地域の名称
　　七千山自然環境保全地域
２　変更の概要
　　七千山自然環境保全地域の区域内に特別地区を指定し、及び当該特別地区の区域内に野生動植物保護地区
を指定した。
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第391号
　自然環境の保全及び緑化に関する条例（昭和49年栃木県条例第５号）第15条第１項の規定に基づき、七千山
自然環境保全地域の区域内に特別地区を指定したので、同条第２項において準用する同条例第12条第５項の規
定に基づき、その区域を次のとおり告示する。
　なお、特別地区の区域図は、栃木県環境森林部自然環境課及び県北環境森林事務所において縦覧に供する。
　　令和２（2020）年６月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　保全区域等

名　 称 位 　 置 区 　 　 　 域 面 積 主 要 保 全 対 象

七千山特
別地区

那須塩原市 那須塩原市百村字深山3104番地の３及び４のうち
栃木・福島県境の尾根部から栃木県側に幅20ｍ

9.88ha 亜高山帯の生物相

２　区域図（省略）
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第392号
　自然環境の保全及び緑化に関する条例（昭和49年栃木県条例第５号）第16条第１項の規定に基づき、七千山
自然環境保全地域の特別地区の区域内に野生動植物保護地区を指定したので、同条第２項において準用する同
条例第12条第５項の規定に基づき、その区域を次のとおり告示する。
　なお、野生動植物保護地区の区域図は、栃木県環境森林部自然環境課及び県北環境森林事務所において縦覧
に供する。
　　令和２（2020）年６月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　保全区域等

名　 称 位 　 置 区 　 　 　 域 面 積
保 護 す べ き
野生動植物の種類

七千山野
生動植物
保護地区

那須塩原市 那須塩原市百村字深山3104番地の３及び４のうち
栃木・福島県境の尾根部から栃木県側に幅20ｍ

9.88ha （植物）
タテヤマウツボグ
サ、ウラジロヨウ
ラク、ハクサンチ
ドリ

２　区域図（省略）
（自然環境課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第393号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を指定したので、同
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法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年６月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定居宅サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サービス
の 種 類名 称 所 在 地

0971001391 ミツイ商事有限会社
代表取締役
室井　純子

ミツイ訪問介護ス
テーション

大 田 原 市 蛭 田
1985-１

令 和 ２
（2020）年
６月１日

訪問介護

0972701130 社会福祉法人もてぎ協栄会
理事長
古澤　栄一

デイサービスセン
ターうぐいすの杜

芳賀郡茂木町茂木
1824番地28

令 和 ２
（2020）年
６月１日

通所介護

0972701122 社会福祉法人もてぎ協栄会
理事長
古澤　栄一

特別養護老人ホー
ムうぐいすの杜

芳賀郡茂木町茂木
1824番地28

令 和 ２
（2020）年
６月１日

短期入所
生活介護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第394号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を指定したの
で、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年６月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サービス
の 種 類名 称 所 在 地

0972701122 社会福祉法人もてぎ協栄会
理事長
古澤　栄一

特別養護老人ホー
ムうぐいすの杜

芳賀郡茂木町茂木
1824番地28

令 和 ２
（2020）年
６月１日

介護予防
短期入所
生活介護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第395号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第48条第１項第１号に規定する指定介護老人福祉施設を指定したの
で、同法第93条の規定により次のとおり公示する。
　　令和２（2020）年６月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設
指 定 の
年 月 日

サービス
の 種 類名 称 所 在 地

0972701122 社会福祉法人もてぎ協栄会
理事長
古澤　栄一

特別養護老人ホー
ムうぐいすの杜

芳賀郡茂木町茂木
1824番地28

令 和 ２
（2020）年
６月１日

介護老人
福祉施設

（高齢対策課）　
　───────────────────────────────────────────────

訓 令

栃 木 県 訓 令 第 十 号

本　　 庁　

出 先 機 関　

　 栃 木 県 施 行 の 公 共 事 業 に 伴 う 損 失 補 償 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 栃 木 県 施 行 の 公 共 事 業 に 伴 う 損 失 補 償 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

　 栃 木 県 施 行 の 公 共 事 業 に 伴 う 損 失 補 償 基 準 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 訓 令 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。　

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

　 （ 建 物 等 の 移 転 料 ）

第 二 十 八 条　 略

２　 略

３　 次 条 の 規 定 に よ る 補 償 を す る 場 合 に お け る 第 一

項 の 規 定 に よ り 建 物 の 所 有 者 に 補 償 す る 当 該 建 物

の 移 転 料 の 額 は 、 同 項 の 費 用 の 額 か ら 同 条 の 規 定

に よ り 算 定 し た 額 を 控 除 し た 額 と す る 。

（ 配 偶 者 居 住 権 を 有 す る 者 に 対 す る 建 物 の 移 転 に

係 る 補 償 ）

第 二 十 八 条 の 二　 土 地 等 の 取 得 又 は 土 地 等 の 使 用 に

係 る 土 地 に あ る 建 物 が 配 偶 者 居 住 権 の 目 的 と な つ

て い る 場 合 に お い て 、 当 該 建 物 の 移 転 に 伴 い 、 当

該 配 偶 者 居 住 権 が 消 滅 す る も の と 認 め ら れ る と き

は 、 当 該 配 偶 者 居 住 権 が な い 場 合 に お け る 当 該 建

物 の 価 格 か ら 当 該 配 偶 者 居 住 権 が あ る 場 合 に お け

る 当 該 建 物 の 価 格 を 控 除 し た 額 を 当 該 配 偶 者 居 住

権 を 有 す る 者 に 対 し て 補 償 す る も の と す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 前 条 第 一 項 後 段 の 規 定 に よ り 補 償

す る こ と と な つ た 建 物 が 配 偶 者 居 住 権 の 目 的 と な

つ て い る 場 合 に つ い て も 、 同 様 と す る 。

　 （ 移 転 雑 費 ）

第 三 十 七 条　 略

２　 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 建 物 等 の 所 有 者 、

借 家 人 及 び 配 偶 者 居 住 権 を 有 す る 者 又 は 当 該 代 替

地 等 を 必 要 と す る 者 が 就 業 で き な い と き は 、 第 四

十 四 条 、 第 四 十 七 条 及 び 第 五 十 一 条 に 規 定 す る も

の を 除 き 、 そ れ ら の 者 が 就 業 で き な い こ と に よ り

通 常 生 ず る 損 失 を 補 償 す る も の と す る 。

（ 建 物 等 の 移 転 料 ）

第 二 十 八 条　 略

２　 略

　 （ 移 転 雑 費 ）

第 三 十 七 条　 略

２　 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 建 物 等 の 所 有 者 及

び 借 家 人　　　　　　　　　　　　 又 は 当 該 代 替

地 等 を 必 要 と す る 者 が 就 業 で き な い と き は 、 第 四

十 四 条 、 第 四 十 七 条 及 び 第 五 十 一 条 に 規 定 す る も

の を 除 き 、 そ れ ら の 者 が 就 業 で き な い こ と に よ り

通 常 生 ず る 損 失 を 補 償 す る も の と す る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 訓 令 は 、 令 和 二 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 用 地 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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栃 木 県 訓 令 第 十 号

本　　 庁　

出 先 機 関　

　 栃 木 県 施 行 の 公 共 事 業 に 伴 う 損 失 補 償 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 令 和 二 年 六 月 三 十 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 　 　 栃 木 県 施 行 の 公 共 事 業 に 伴 う 損 失 補 償 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

　 栃 木 県 施 行 の 公 共 事 業 に 伴 う 損 失 補 償 基 準 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 訓 令 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。　

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

　 （ 建 物 等 の 移 転 料 ）

第 二 十 八 条　 略

２　 略

３　 次 条 の 規 定 に よ る 補 償 を す る 場 合 に お け る 第 一

項 の 規 定 に よ り 建 物 の 所 有 者 に 補 償 す る 当 該 建 物

の 移 転 料 の 額 は 、 同 項 の 費 用 の 額 か ら 同 条 の 規 定

に よ り 算 定 し た 額 を 控 除 し た 額 と す る 。

（ 配 偶 者 居 住 権 を 有 す る 者 に 対 す る 建 物 の 移 転 に

係 る 補 償 ）

第 二 十 八 条 の 二　 土 地 等 の 取 得 又 は 土 地 等 の 使 用 に

係 る 土 地 に あ る 建 物 が 配 偶 者 居 住 権 の 目 的 と な つ

て い る 場 合 に お い て 、 当 該 建 物 の 移 転 に 伴 い 、 当

該 配 偶 者 居 住 権 が 消 滅 す る も の と 認 め ら れ る と き

は 、 当 該 配 偶 者 居 住 権 が な い 場 合 に お け る 当 該 建

物 の 価 格 か ら 当 該 配 偶 者 居 住 権 が あ る 場 合 に お け

る 当 該 建 物 の 価 格 を 控 除 し た 額 を 当 該 配 偶 者 居 住

権 を 有 す る 者 に 対 し て 補 償 す る も の と す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 前 条 第 一 項 後 段 の 規 定 に よ り 補 償

す る こ と と な つ た 建 物 が 配 偶 者 居 住 権 の 目 的 と な

つ て い る 場 合 に つ い て も 、 同 様 と す る 。

　 （ 移 転 雑 費 ）

第 三 十 七 条　 略

２　 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 建 物 等 の 所 有 者 、

借 家 人 及 び 配 偶 者 居 住 権 を 有 す る 者 又 は 当 該 代 替

地 等 を 必 要 と す る 者 が 就 業 で き な い と き は 、 第 四

十 四 条 、 第 四 十 七 条 及 び 第 五 十 一 条 に 規 定 す る も

の を 除 き 、 そ れ ら の 者 が 就 業 で き な い こ と に よ り

通 常 生 ず る 損 失 を 補 償 す る も の と す る 。

（ 建 物 等 の 移 転 料 ）

第 二 十 八 条　 略

２　 略

　 （ 移 転 雑 費 ）

第 三 十 七 条　 略

２　 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 建 物 等 の 所 有 者 及

び 借 家 人　　　　　　　　　　　　 又 は 当 該 代 替

地 等 を 必 要 と す る 者 が 就 業 で き な い と き は 、 第 四

十 四 条 、 第 四 十 七 条 及 び 第 五 十 一 条 に 規 定 す る も

の を 除 き 、 そ れ ら の 者 が 就 業 で き な い こ と に よ り

通 常 生 ず る 損 失 を 補 償 す る も の と す る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 訓 令 は 、 令 和 二 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 用 地 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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公 告
　　　◯令和３（2021）年度栃木県立産業技術専門校訓練生の募集
　令和３（2021）年度に入校する栃木県立産業技術専門校訓練生を次のとおり募集するので、栃木県立産業技
術専門校規則（昭和47年栃木県規則第36号）第９条の規定により公告する。
　　令和２（2020）年６月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　産業技術専門校名及び所在地等

産 業 技 術 専 門 校 名 所 在 地 等

県央産業技術専門校
〒321-0905
宇都宮市平出工業団地48-４
　　　　電話 028-689-6374

２　募集人員

訓 練 課 程 科 名 人 員

普 通 課 程
技 能 習 得 コ ー ス 機 械 技 術 科

人
30

制 御 シ ス テ ム 科 20

自 動 車 整 備 科 20

建 築 設 備 科 20

Ｉ T エ ン ジ ニ ア 科 20

金 属 加 工 科 20

電 気 工 事 科 20

木 造 建 築 科 20

３　募集期間及び試験日

訓 練 課 程 募 集 期 間 試 験 日

　普通課程
　技能習得コース
（木造建築科を除く）

⑴　推薦入校試験
令和２（2020）年９月７日（月）
～同月18日（金）

⑵　一般入校試験
第１回
令和２（2020）年10月19日（月）
～同月30日（金）
第２回
令和２（2020）年11月30日（月）
～ 12月11日（金）
第３回
令和３（2021）年１月25日（月）
～２月５日（金）
第４回
令和３（2021）年３月３日（水）
～同月16日（火）

⑴　推薦入校試験
令和２（2020）年10月５日（月）

⑵　一般入校試験
第１回
令和２（2020）年11月９日（月）

第２回
令和３（2021）年１月15日（金）

第３回
令和３（2021）年２月19日（金）

第４回
令和３（2021）年３月19日（金）
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　普通課程
　技能習得コース
（木造建築科）

⑴　推薦入校試験
令和２（2020）年11月30日（月）
～ 12月４日（金）

⑵　一般入校試験
第１回
令和３（2021）年１月18日（月）
～同月22日（金）
第２回
令和３（2021）年３月９日（火）
～同月12日（金）

⑴　推薦入校試験
令和３（2021）年１月８日（金）

⑵　一般入校試験
第１回
令和３（2021）年２月12日（金）

第２回
令和３（2021）年３月17日（水）

４　その他
　　募集について不明な点は、県央産業技術専門校（電話028-689-6374）に問い合わせること。

（労働政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第18項の規定により公告する。
　　令和２（2020）年６月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

石 関
土地改良区 理 事 岡崎　　忠 矢板市石関1352-２

令 和 ２
（2020）.
３.31

〃 関谷　　博 　〃　〃　915-２
令 和 ２
（2020）.
４.１

監 事 関谷　　博 　〃　〃　〃
令 和 ２
（2020）.
３.31

〃 岡崎　　忠 　〃　〃　1352-２
令 和 ２
（2020）.
４.１

鬼怒川東部
土地改良区 理 事 綱川　　茂 さくら市柿木沢816-２

令 和 ２
（2020）.
６.１

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和２（2020）年６月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

河内郡上三川町大字石田字砂田2093番１、
2094番２、2093番３の一部、2092番４の一
部、2098番３の一部

宇都宮市石井町3378番地１ラピタ
205

菊 池 直 宏
菊 池 礼 菜

塩谷郡高根沢町大字飯室字北ノ内491番３、
491番４、491番５

塩谷郡高根沢町大字飯室491番地３ 長 谷 川 　 　 　 旭

塩谷郡高根沢町大字飯室字北ノ内491番１ 塩谷郡高根沢町大字宝積寺2333番地
７

長 谷 川 　 直 　 紀

下野市磯部字北河原1110番１、1110番４ 下野市駅東三丁目６番44号コーポ英
Ｃ101

星 野 圭 祐

下野市薬師寺字舟寄2057番４ 下野市薬師寺2057番地３
河内郡上三川町大字上三川3926番地
５ベルリュミエール106

伊 澤 美 香
伊 澤 憲 一

下野市川中子字大口1368番 下野市緑六丁目18番地１レオパレス
ボンジュール302号室

梅 山 健 治

下都賀郡壬生町大字安塚字前田1880番１ 下都賀郡壬生町大字安塚1938番地４
フォーリアＡ102

田 口 妃 奈
田 口 修 也

那須郡那須町大字高久乙字道上2294番４の一
部、2294番５の一部、2294番７の一部

東京都千代田区九段南二丁目１番17
号

株式会社ｎｉｋｉｓ
ｓｉｍｏ

【第２工区】
下都賀郡壬生町大字安塚字鹿島原2032番１、
2032番３
（開発行為に関する工事）
下都賀郡壬生町大字安塚字鹿島原2026番２の
一部、2027番３の一部、2026番２地先、2032
番２地先

下都賀郡壬生町大字安塚2032番地 社会福祉法人せせら
ぎ会

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────


